
 

資料２ 

国の動向及び他都市状況 

 

１ 国の動向 

 ○令和７年５月 

 「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ 

  ・Ｒ８～10 年度 …「改革実行期間（前期）」→ 確実に休日の地域展開に着手 

  ・Ｒ11～13 年度 …「改革実行期間（後期）」→ 前期取組の検証後に平日の改革推進 

   

○令和７年６月～ 

「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」 

   

【当面の国日程】 

・ 地域クラブ活動の定義や要件、認定手続きなどの公表（７年１２月上旬頃） 

・ 地域クラブ活動にかかる費用の目安額の提示（７年冬頃） 

・ 学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン 

（４年 12 月策定）の改訂版の公表（７年１２月上旬頃） 

 

２ 他都市状況 

・ 政令指定都市のうち、本市と同様、平日・休日ともに部活動を廃止して地域展開を行

うと公表しているのは神戸市と静岡市。概要は以下及び別紙のとおり。 

 

 神戸市 静岡市 

開始日 令和８年９月～ 令和９年９月～ 

名 称 ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵクラブ （仮称）しずおか地域クラブ活動 

概 要 

・「登録制」とし、要件を満たす実

施主体を教委が審査・登録。 

（Ｒ7.9 月時点で 1,007 クラブ） 

【指定種目（部活動種目）クラブ】 

・市が協定を結んだ運営団体が設置。 

 （指定 15 種目…スポ 13、文化 2） 

・２～３中学校区の「エリア」を基礎

単位として設置 

【個別認定クラブ】 

・要件を満たす実施主体を市が認定。 

対 象 ・中学生（実施主体の定めによる） 

・中学生（市立中学生以外も可） 

・対象者に小学生や高校生を含めるこ

とも可。 

活動日数 
・週５日以内。（平・休の区別なし） 

・平日２時間、休日３時間以内 

・週５日以内。（平日４、休日１） 

・平日２時間、休日３時間以内 

費 用 ・可能な限り低廉な会費を設定 

・指定クラブは月 3～5千円を想定。 

・個別クラブは実施主体が決定。 

（可能な限り低廉に設定） 
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別紙別紙（神戸市公表資料）
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別紙（静岡市公表資料）
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